
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２２６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月２８日（日） ０６時４０分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市 江ノ島灯台から真方位１９４.５°６,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１４.５′ 東経１３９°２７.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年９月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第三光
みつ

三
ぞう

丸、１３トン 

２３２－３１３３４神奈川、個人所有 

Ｂ モーターボート BLUE SKY Ⅱ、１.２トン 

２３５－４７７０４神奈川、有限会社日本ワールドプラン 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ３人（船長及び友人２人：打撲、擦り傷） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に破口及びき
．
裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長が釣り客８人を乗せ、江ノ島灯台の南南西方沖を針路約３

００°、約１２ノットの速力で手動操舵により航行中、また、Ｂ船は、船

長が友人２人を乗せ、機関を中立運転として船首からシーアンカーを投入

し、白色全周灯及び作業灯を点灯して漂泊中、平成２１年６月２８日０６

時４０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風力 ２、視程 １００ｍ以下 

海象：うねり 約２.５ｍ、波高 約５㎝ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、視界制限状態にある江ノ島灯台の南南西

方沖を西北西進中、船長Ａがレーダーの調整をして

いて適切な見張りを行わなかった可能性があると

考えられる。 

 Ｂ船は、船首からシーアンカーを投入して漂泊し

ていたものと考えられる。 

 船長Ｂは、接近するＡ船の機関音を聞き、その後

左舷方約１００ｍのところにＡ船を視認したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、機関を後進にかけたが、シーアンカーに

より、移動することができなかった可能性があると

考えられる。 



 Ｂ船の同乗者は、接近するＡ船に対して手を振っ

て避航を促したものと考えられる。 

原因  本事故は、視界制限状態にある江ノ島灯台の南南西方沖において、Ａ船

が西北西進中、Ｂ船が漂泊中、Ａ船が適切な見張りを行わずに航行し、ま

た、Ｂ船が機関を後進としたもののシーアンカーを投入していたことから

移動することができなかったため、両船が衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

 




